
 

文化芸術振興基本計画[第３期]の策定に向けて 

 

本市は、平成２１年に、心豊かで潤いのある市民生活、活力と魅力にあふれた社会の実現を目指し、「大

和市文化芸術振興条例」（以下、条例）を制定しました。条例の第７条では、「文化芸術振興基本計画」（以

下、計画）を策定し、文化芸術振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを規定しており、計

画の策定以降、さまざまな施策、事業を推進しています。 

現行の計画は、２０１９年３月で終了することから、文化芸術基本法の改正や東京オリンピック・パラ

リンピックに向けた文化プログラムの取り組み等、文化芸術を取り巻く環境の変化を踏まえ、第３期計画

の策定を行います。 

 

１．総合計画との関係・計画期間 

総合計画は、市が行うすべての施策や事業の根拠となる最上位計画です。本計画は、総合計画に掲げる

将来都市像を文化芸術の側面から実現するための中期ビジョンとして位置づけます。計画期間について

は、今後、策定が予定されている前期基本計画と同様とします。 

 

２．計画の検討体制 

① 庁内検討会議 

[役  割] 庁内組織として計画の主要な部分を検討し、原案を作成します。 

[委員構成] 計画に掲げる施策の推進に係る関係課長で構成します。また、文化芸術基本法の趣旨

に則り、各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮した委員構

成とします。 

 

 文化芸術基本法 第二条 第 10項 

  文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術

の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊

重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との

有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。 

 

② 大和市文化芸術振興審議会（以下、審議会） 

[役  割] 計画の改定に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申

します。 

[委員構成] 学識経験者や市内の文化芸術活動団体の活動者、公募市民のほか、市長が必要と認め

た者から１０名以内で構成します。 

 

３．市民参加の手法 

「大和市市民参加推進条例」に規定される市民参加の手続きに基づき、以下の手法により市民の意見を

計画に反映させます。 

○審議会への公募市民の登用 

審議会において公募による市民を登用し、審議の中で市民の意見を反映します。 

○文化芸術に関するアンケート調査の実施（２０１８年５月） 

○文化芸術連合会等への意見聴取（２０１８年６月） 

  計画の進捗状況や現状の課題について把握するため、調査項目を設定し、市民、文化芸術団体から回

答を求めます。 

○意見公募手続（パブリックコメント）の実施（２０１９年１月） 

 策定した計画案を公表して広く市民の意見を募集し、当該意見に対する市の考え方を公表します。 
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４．審議会開催スケジュール（予定） 

 計画の改定にあたり、２０１８年度の審議会は５回程度を予定しています。第３期計画案に関する審議

を継続して行うほか、以下の内容について審議等を行います。 

開催月 計画策定に関する内容 その他の内容 

第１回（７月） 

・文化芸術に関するアンケート調査の結果報告 

・文化芸術連合会への意見聴取の結果報告 

・計画原案の審議① 

・２０１７年度の実績報告 

 

 

第２回（８月） ・計画原案の審議② ・文化芸術顕彰者の審議 

第３回（１０月） ・計画原案の審議③  

第４回（２月） 

・計画案の諮問 

・市議会、教育委員会への意見聴取の結果報告 

・意見公募手続の結果報告 

・計画案の審議（答申書の作成審議） 

 

第５回（３月） 
・計画案に対する答申 

・計画案の最終確認 

・第２期計画実績報告書の 

内容報告 

 

５．第２期計画実績報告書の作成について 

第２期計画での実績を検証し、その結果を明らかにすることを目的に実績報告書を作成します。これに

より、計画の概要や計画に基づく市の文化芸術への取り組みを広く市内外へ発信します。 

 

①実績報告書の作成方針 

  市の文化芸術に係る取り組みなどを紹介します。記載にあたっては「大和らしさ」に重点をおき、

市内外に向けて市の文化芸術をＰＲできるものにするとともに、広く市民の目に留まり、文化芸術活

動に参加するきっかけとなるよう、デザイン・レイアウト等に配慮します。 

 

②掲載予定の内容 

  ・大和市文化芸術振興計画の概要 

  ・計画のモニタリング項目に基づき、取り組みの成果を報告 

  ・市が実施している文化芸術事業の紹介 

  ・市内の文化施設や文化財の紹介 

 

 ③発行時期／配架先 

  ２０１９年３月／市内公共施設および近隣他市町村、文化施設等 

 

④ページ数／発行部数 

  カラー８～１２ページ／５００部予定 

 

 


